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物品購入等競争入札参加資格審査申請の案内 

（ 令和５・６・７年度用 随時受付用【紙による申請】） 
 

 

岩手県が発注する物品購入等に係る競争入札参加資格を取得したい方は、次により資格審査申請書を提出

してください。 

なお、競争入札参加資格を取得された方は、競争入札参加資格者名簿に登載し、県ホームページ等で公表

いたします。 

 

１ 資格要件 

⑴ 営業に関し法令上許可、登録等を必要とする業種にあってはこれを受けていること。 

⑵ 競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者でないこと。 

 ⑶ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないこと。 

 ⑷ 岩手県暴力団排除条例（平成23年岩手県条例第35号）に規定する暴力団、暴力団員又はこれらの者と

密接な関係を有する者でないこと。 

⑸ 物品購入等参加資格を取り消され、その期間を経過しない者でないこと。 

 

２ 申請書の受付期間等 

受理期間 登録日 

10月１日 ～ 11月末日 ３月１日 

    受付時間：９時から17時まで（土日祝日を除く） 

 

 

 

 

 

３ 申請方法 

原則電子申請での受付となります。 

インターネット環境がない等やむを得ない場合に限り、紙による申請を受け付けます。 

次の区分により県庁出納局、広域振興局審査指導監へ内容を説明できる方ができるだけ直接持参してく

ださい。 

なお、持参、郵送での提出も受け付けますが、送付の際には封筒の表に「物品購入等競争入札参加資格

審査申請」と記載の上、書留・簡易書留・特定記録郵便・レターパック等配送状況が確認できる方法で提

出してください。 

 

⑴ 岩手県内に本店を有する者 

本店の所在地を所管区域とする広域振興局審査指導監 

⑵ 岩手県外に本店を有する者 

ア 岩手県内に支店等を有する者 

必要提出書類の不足や申請書類の不備等があった場合で差替や修正が間に合わない時には、審査未了とな

り資格取得に至らないことがあります。申請前に書類不足や入力漏れ等が無いか改めてご確認いただき、

期限に余裕をもってご提出いただきますようお願いします。 
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支店等の所在地を所管区域とする広域振興局審査指導監（支店等が複数ある場合は、そのいずれか

ひとつの広域振興局審査指導監） 

イ 岩手県内に支店等が無い場合 

県庁出納局総務課 

 

〈提出先一覧〉 

提 出 先 所 在 地 電話番号 所 管 区 域 

県庁出納局総務課 

（用品担当） 

020-8570 

盛岡市内丸10－1 

019-629-5966 

・5972 

県外 

盛岡審査指導監 
020-0023 

盛岡市内丸11－1 

019-629-6665 盛岡市、八幡平市、滝沢市、雫石町、 

岩手町、葛巻町、矢巾町、紫波町 

奥州審査指導監 
023-0053 

奥州市水沢大手町1－2 

0197-22-2851 奥州市、金ケ崎町 

花巻審査指導監 
025-0075 

花巻市花城町1－41 

0198-41-9355 花巻市、北上市、遠野市、西和賀町 

一関審査指導監 
021-8503 

一関市竹山町7－5 

0191-26-1416 一関市、平泉町 

釜石審査指導監 
026-0043 

釜石市新町6－50 

0193-27-5528 釜石市、大槌町 

宮古審査指導監 
027-0072 

宮古市五月町1－20 

0193-64-2211 宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村 

大船渡審査指導監 
022-8502 

大船渡市猪川町字前田6－1 

0192-22-9387 大船値市、陸前高田市、住田町 

久慈審査指導監 
028-8042 

久慈市八日町1－1 

0194-66-9673 久慈市、洋野町、野田村、普代村 

二戸審査指導監 
028-6103 

二戸市石切所字荷渡6－3 

0195-26-8075 二戸市、軽米町、一戸町、九戸町 

 

４ 提出書類 

 提出書類には、「物品購入等競争入札参加資格審査申請書提出書類一覧」を添付してください。 

 各様式の記載については、５ページからの「記載注意事項」及びホームページ掲載の「申請様式記載

例」を必ずご確認のうえ、記載するようお願いします。 

なお、申請書類をファイル等へ綴じ込む必要はありません。 

⑴ 物品購入等競争入札参加資格審査申請書（様式第１号） 

⑵ 物品購入等競争入札参加資格審査調書（様式第２号） 

⑶ 債権債務者登録票⑵（様式第３号） 

ア 岩手県内に支店等がある場合に提出 

イ 岩手県外の支店長等に岩手県との契約を委任する場合に提出（⑷の委任状も提出のこと） 

⑷ 委任状 

支店長等に岩手県との契約を委任する場合に提出 

⑸ 登記事項証明書（法務局発行）※個人の場合は、営業証明書（市役所等発行のもの） 

（発行後３か月以内のもの）※写し可 

⑹ 法令上許可等を必要とする業種の場合は、当該許可等を受けていることを証する書面（写し） 
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（例示）高度管理医療機器等販売業許可、農薬販売届、石油販売業届出、揮発油販売業登録、 

高圧ガス販売事業届、液化石油ガス販売事業登録、古物商許可証  等 

⑺ 納税証明書（国税―税務署発行 県税―広域振興局県税部、県税室、県税センター発行） 

（発行後３か月以内のもの）※写し可 

ア 法人の場合 

(ｱ) 岩手県内に事務所又は事業所を有する場合 

ａ「県税」の納税証明書（県税－様式第111号イ） 

ｂ「消費税及び地方消費税」の納税証明書（国税－その３又はその３の３） 

(ｲ) 岩手県内に事務所又は事業所を有しない場合 

ａ「法人税」と「消費税及び地方消費税」の納税証明書（国税－その３の３） 

イ 個人の場合 

(ｱ) 岩手県内に事務所又は事業所を有する場合 

ａ ｢県税｣の納税証明書（県税－様式第111号イ） 

ｂ ｢消費税及び地方消費税｣の納税証明書（国税－その３又はその３の２） 

(ｲ) 岩手県内に事務所又は事業所を有しない場合 

ａ ｢申告所得税及び復興特別所得税｣と｢消費税及び地方消費税｣の納税証明書 

（国税－その３の２） 

⑻ 印刷設備保有状況等調書（様式第４号） 

営業種目が印刷物類〔営業種目コード（0201～0206）〕の登録をしようとする場合 

⑼ 財務諸表（１ヵ年分） 

ア 法人の場合 

申請日の属する年の前年の決算期に作成した営業年度の財務諸表（貸借対照表、損益計算書及び株

主資本等変動計算書） 

イ 個人の場合 

申請日の属する年の前年の所得に係る確定申告書の写し（貸借対照表を含む） 

⑽ 暴力団、暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有する者に該当しないことの誓約書（様式第５号） 

  法人にあっては、登記事項証明書に記載の全役員等（評議員、監査役等を含む。辞任・退任等した者

は記載不要）を記載してください。 

  なお、様式第５号については、書類での提出と併せて出納局総務課宛（buppinmeibo@pref.iwate.jp）

にメールでのデータ提出（ＰＤＦの加工等は行わないでください。ＨＰよりダウンロードしたExcelフ

ァイルにご入力いただご提出ください。）を行ってください。 

また、パソコン環境が無いこと等によりデータでの提出が難しい場合は各提出先にご相談ください。 

 ※様式第５号提出の際の手順や注意事項を７ページから詳しく記載してあります。提出前に必ずご確認

ください。 

⑾ 通帳（表紙、表紙裏の見開き部分）等の写し（取引金融機関、本・支店名、預金種目、口座番号及び

口座名義が確認できるもの）※通帳の写し以外では、口座確認書又は取引照合表の写しなどの金融機関

が発行した書類（取引金融機関、本・支店名、預金種目、口座番号及び口座名義が確認できるもの） 

⑿ あて先を明記した返信用封筒（定形郵便物サイズ、84円切手を貼付したもの） 
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※ 以下の提出書類は、岩手県内に本店(本社)を有する場合に必要となります。 

⒀ 「ＩＳＯ14001認証取得証明書」の写し（当該認証を取得している場合） 

⒁ 「いわて地球環境にやさしい事業所認定書（★★★又は★★★★）」の写し（当該認定を受けている場合） 

⒂ 「いわて子育てにやさしい企業認証書」の写し（当該認証を受けている場合） 

⒃ 「いわて女性活躍認定企業等認定（ステップ２）」の写し（当該認定を受けている場合） 

⒄ 障害者雇用状況報告書の写し（当該報告を公共職業安定所に行っている場合） 

 

 

 

 

５ 申請書記載事項変更届 

申請書提出後、次の事項が変更となった場合は、物品購入等競争入札参加資格審査申請書記載事項変更

届（様式第６号）を提出してください。 

⑴ 所在地、電話番号又はファクシミリ番号 

所在地の変更について、委任状を提出している場合は、委任状を併せて提出してください。 

⑵ 商号又は名称、代表者、役員又は委任状を提出している場合の受任者 

委任状を提出している場合は、委任状を併せて提出してください。 

代表者や役員で、新たに登記した役員については、様式第５号（誓約書）を併せて提出してください。

様式第５号については、申請書提出時と同様に書類での提出と併せて、出納局総務課宛

（buppinmeibo@pref.iwate.jp）にメールでのデータ提出を行ってください。ＰＤＦ加工等はしないで

ください。 

⑶ 振込先口座（名義変更含む） 

通帳（表紙、表紙裏の見開き部分）等の写し（取引金融機関、本・支店名、預金種目、口座番号及び

口座名義が確認できるもの）を添付してください。 

⑷ 支店等の追加登録 

支店長等に委任する場合は、委任状を併せて提出してください。 

様式第３号、〔（県内に支店等を初めて登録する場合）納税証明書（県税）〕及び通帳等の写し（本社等

が登録済の口座を除く）を添付してください。 

 

６ 資格の有効期間及び更新手続 

(1) 資格を付与された日から令和８年３月31日までとなります。 

(2) 更新手続きについては、令和７年11月にホームページでお知らせする予定です。 

 

７ 資格審査結果の通知 

審査結果は、登録予定日の前月の下旬に郵送します。 

 

８ その他 

不明な点については、提出先の県庁出納局総務課、広域振興局審査指導監へ問い合わせしてください。 

 

 

必要書類のうち、写しで提出するものは、複写機等を使用して機械的に複写したもので、ほぼ原寸大の

鮮明なものに限りますのでご注意ください。 
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記 載 注 意 事 項 

１ 物品購入等競争入札参加資格審査申請書（様式第１号） 

⑴ 申請者住所、商号又は名称、代表者職氏名 

ア 登記事項証明書（個人の場合は営業証明書）に記載された内容と同一の内容を記載してください。 

イ  登記（証明書）上の住所と事実上の住所とが異なる場合（創業地等を登記されている場合、被災によ

り仮設店舗で営業されている場合等）は、両方を併記してください。 

（例１）（登記上住所）岩手県盛岡市○○○○△－△ 

    （事実上住所）岩手県盛岡市▽▽▽▽□―□ 

     ※(2)の債権債務者登録票(1)には事実上の住所を記入してください。 

（例２）（登記上住所）岩手県釜石市○○○○△－△ 

    （仮店舗住所）岩手県釜石市▽▽▽▽仮設商店街□―□ 

     ※(2)の債権債務者登録票(1)にはいずれか登録を希望する住所を記入してください。 

ウ  代表者職氏名には、法人にあっては職名（「代表取締役」等）と氏名、個人にあっては代表者の職名が

ある場合は職名と氏名、職名が無い場合は氏名のみ記載してください。 
 

⑵ 債権債務者登録票⑴ 

ア 本店について記載してください。（支店等については、債権債務者登録票⑵に記載してください。） 

イ 氏名（名称）の欄のうち、カナの欄は、法人にあっては企業形態を除いて記載してください。 

漢字の欄は、企業形態を略称により記載してください。（記載例のとおり） 

  ウ 氏名（名称）の欄について、個人にあっては屋号のみでの登録はできません。屋号を登録する場合

は、屋号の後に代表者の氏名を記入してください（屋号と代表者氏名との間は１マス空けてくださ

い。） 

エ 市区町村コードはコード表により記載してください。（コード表にない場合は、インターネットにて

全国地方公共団体コードを検索するか、出納局総務課、広域振興局審査指導監へお問い合わせくださ

い。（総務省が公開している全国地方公共団体コード（６桁）の場合は、下１桁を除いた上５桁を記載

してください。）） 

オ 金融機関コード〔金融機関（４桁）及び本支店（３桁）〕は、全国金融機関コード表により記載して

ください。（取引金融機関に照会してください。） 

カ 口座名義人（カナ）の欄は、企業形態を略称により記載してください。（記載例のとおり） 
 

⑶ 営業種目コードは、コード表により記載してください。（主たる取引営業種目20品目以内） 

 

２ 物品購入等競争入札参加資格審査調書（様式２号） 

⑴ 製造請負及び販売コードの欄 

ア １（製造請負）と記載した方は、①製造請負者コードの欄に１～３のいずれかを記載してください。 

イ ２（販売）と記載した方は、②販売者コードの欄に４～６のいずれかを記載してください。 
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⑵ 企業区分の欄 

中小企業に該当するのは次の場合となります。 

ア 法人の場合は、資本金基準又は従業員基準のいずれかに該当する場合 

イ 個人の場合は、従業員基準に該当する場合 

主たる事業として営んでいる業種 
資本金基準(資本の 

額又は出資の総額) 

従業員基準(常時使

用する従業員数) 

製造業、建設業、運輸業、その他の業種（下記以外） ３億円以下 ３００人以下 

 
ゴム製品製造業（自動車又は航空機用タイヤ及びチ

ューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く） 
３億円以下 ９００人以下 

サービス業（下記以外） ５千万円以下 １００人以下 

 ソフトウェア業又は情報処理サービス業  ３億円以下 ３００人以下 

卸売業 １億円以下 １００人以下 

小売業 ５千万円以下 ５０人以下 
 

⑶ 従業員数の欄には、申請書を提出する日の属する年の１月１日（以下「基準日」という。）の前日におけ

る事業に従事する者の数を記載してください。代表者や役員は従業員数に含まれません。 
 

⑷ 資本金の額の欄には、基準日の前日における払込資本金の額を記載してください。（個人の場合は、記載

の必要はありません。） 
 

⑸ 社会保険等加入状況の欄には、基準日の前日における加入状況の有無コードを記載してください。（加入

義務のない場合は「２（無）」を記載してください。） 
 

⑹ ＩＳＯ14001認証の欄、いわて地球環境にやさしい事業所認定（★★★又は★★★★に限る）の欄、いわて女性

活躍認定企業等認定（ステップ２）の欄及びいわて子育てにやさしい企業認証の欄には、基準日の前日に

おける取得の有無コードを記載してください。 
 

⑺ 障害者の雇用状況の欄 

法定雇用率の達成の欄又は雇用障害者数（人）の欄のいずれか一方の欄に記載してください。 

ア 報告義務事業主にあっては、基準日の直前に公共職業安定所に報告した法定雇用率達成の有無コード

を記載してください。（雇用障害者数（人）の欄は記載の必要はありません。） 

イ 報告義務のない事業主にあっては、基準日の前日における従事する障害者の数を記載してください。

（法定雇用率の達成の欄は記載の必要はありません。） 

 

３ 債権債務者登録票⑵（様式第３号） 

⑴ 岩手県内の支店等について、支店ごとに記載してください。（支店等が複数の場合は、コピーをして使

用してください。） 
 
⑵ 県外の支店等については、その支店等に岩手県との契約の権限を委任する場合に記載してください。

（代表１店のみとし、委任状を併せて提出してください。） 
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⑶ 本社区分欄は主たる支店等を２と記入し、その他の支店等は３、４、５……と記載してください。 

なお、同一広域振興局管内に支店等が２店以上ある場合は、本案内「３ 申請書の提出先等」表中、提出

先の管内毎に代表１店のみとしてください。 
 

⑷ 氏名（名称）には商号と支店等の名称とを記入してください。（「 (株)岩手商事北上支店」等） 
 

⑸ 電話番号は、本店や他の支店等と同一の番号は登録できません。 

 

４ 暴力団、暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有する者に該当しないことの誓約書（様式第５号） 

⑴ 役員等一覧 

ア 法人にあっては、登記事項証明書に記載されたすべての役員等（評議員、監査役等を含む）について記載

してください。（辞任・退任等した者は記載不要） 

イ 個人にあっては、その者を記載してください。 

 

【様式第５号の提出について】 

 様式第５号については、印刷したものは紙で提出し、作成したデータはメールで提出してください。 

 
 

① 印刷した様式第５号は、代表者印を押印の上申請書と併せて提出してください。 

② 作成した様式５号のExcelデータは出納局総務課宛（buppinmeibo@pref.iwate.jp）にメールで提出し 

てください。その際、ＰＤＦ加工等は行わないでください。 

③ メールの件名は、「物品資格申請 〇〇審査指導監 （株）△△」としてください。 

 

 

 

 

 ④ メール送信時、Excelデータファイルにパスワードをかける場合には、様式第５号の下部に記入欄を設

けておりますので、そちらにご記入の上、書類でご提出ください。（申請書類到着後、パスワードを解除

します。メールが集中すると混乱の原因になりますので、２回メールを送信する方法でパスワードを送

るのはおやめください。） 

 

（パスワード設定の方法）※パスワード設定の方法の一例です。わからない場合はインターネット等でお調べください。なお、パスワード設 

定は必須ではありません。 

１．パスワードを設定するファイルを開き、「ファイル」タブをクリックし、「名前を付けて保存」をク 

リックします。 

 

 

 

 

 

 

申請書を提出する審査指導監名

（出納局に提出する場合は「出納

局総務課」とする） 

法人名 

（提出手順） 

mailto:AI0002@pref.iwate.jp
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２．「名前を付けて保存」が表示されたら、「ツール」をクリックして「全般オプション」をクリックし 

ます。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

３．「全般オプション」が表示されたら、「ファイルの共有」欄の「読み取りパスワード」ボックスと

「書き込みパスワード」ボックスに任意のパスワードを入力し、「ＯＫ」をクリックします。 

 

 

 

 

 

４．「パスワードの確認」が表示されたら、設定したパスワードを入力し「ＯＫ」をクリックします。 

 

 

 

 

 

５．ファイルを保存してください。保存したデータはメール送信し、印刷した様式第５号の下部にパスワー

ドを記入の上、代表者印を押印し、申請書と併せてご提出ください。 
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登録出納コード 営業種目コード

出納機関等　※対象市町村 コード 名称 コード 名称 コード 名称 コード

県庁出納局総務課 01 文具・事務機器 0101 計測機器 0603 (10) 工事用材料類
その他 1007

　※県外（県内に本店・支店無し） 紙・紙製品 0102 医療機器 0604 被服・属具類 1101

盛岡審査指導監 02 印　章 0103 その他 0605 履物・かばん類 1102

　※盛岡市・八幡平市・滝沢市・雫石町 ＯＡ機器 0104 医薬品 0701 食料品類　 1103

　　葛巻町・岩手町・紫波町・矢巾町 その他 0105 医療・衛生用品（毒物劇物）＊0702 雑　貨 1104

奥州審査指導監 05 オフセット印刷 0201 医療・衛生用品（その他） 0703 金　物 1105

　※奥州市・金ケ崎町 フォーム印刷 0202 介護・看護器具 0704 寝具類 1106

花巻審査指導監 03 地図印刷 0203 化学・工業薬品（毒物劇物）＊0705 その他 1107

　※花巻市・北上市・遠野市・西和賀町 製　本 0204 化学・工業薬品（その他） 0706 写真用品 1201

一関審査指導監 07 シール印刷 0205 農業薬品（毒物劇物）＊ 0707 現像・焼付 1202

　※一関市・平泉町 その他 0206 農業薬品（その他） 0708 その他 1203

釜石審査指導監 11 家具調度 0301 その他　 0709 時計・貴金属 1301

　※釜石市・大槌町 室内装飾 0302 冷暖房用燃料　 0801 楽　器 1302

宮古審査指導監 12 カーテン 0303 車輌用燃料　 0802 運動・娯楽用品 1303

　※宮古市・山田町・岩泉町・田野畑村 その他 0304 ガス　 0803 図書類 1304

大船渡審査指導監 09 家電器具 0401 潤滑油 0804 教材類 1305

　※大船渡市・陸前高田市・住田町 通信機器 0402 その他 0805 農林業資材　 1306

久慈審査指導監 14 電気設備 0403 自動車 0901 漁業資材 1307

　※久慈市・洋野町・野田村・普代村 ＡＶ機器 0404 自動二輪(原動機付自転車含む)0902 看板・標識 1308

二戸審査指導監 15 その他 0405 自転車 0903 防災・消防・保安用品 1309

　※二戸市・軽米町・一戸町・九戸村 建設機械 0501 特殊車両 0904 幕　類 1310

工作機械 0502 車両部品類 0905 その他 1311

農作業機械 0503 船　舶 0906 14 動物・植物 1401

冷暖房機器 0504 その他 0907 自動車　＊ 1501

ミシン・編機 0505 鋼　材 1001 自転車類　＊ 1502

厨房器具 0506 アスファルト・コールタール 1002 時計・宝飾品類　＊ 1503

諸工具類 0507 セメント類 1003 金券類　＊ 1504

その他 0508 砂利・砕石類 1004 その他　＊ 1505

光学機器 0601 諸材料類 1005

理化学機器 0602 融雪剤 1006

・法令上許可等を必要とする業種の場合は、当該許可等を受けていることを証する書面（写し）を添付してください。
・＊印がついている業種は、登録にあたり、必ず下記の許可証を添付してください。

0702、0705、0707：毒物劇物（一般・農業用・特定）販売業登録票
1501～1505：古物商許可証

02 印刷物類

03 家具類

05 機械器具
類

04 電気器具
類

08

コ　ー　ド　表

区　　分 区　　分 区　　分

01 文具事務
用機器類

(06
)

07 医療器具
・薬品類

09 車両・船
舶類

10 工事用材
料類

06 精密機械
類

15 古　物

精密機械
類

11 百貨・日
用品類

12 写真類

13 その他

燃料油脂
類
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ｺｰﾄﾞ ｺｰﾄﾞ ｺｰﾄﾞ ｺｰﾄﾞ ｺｰﾄﾞ ｺｰﾄﾞ

岩手県 盛岡市 03201 青森県 八戸市 02203 埼玉県 行田市 11206 神奈川県横浜市青葉区 14117 愛知県 名古屋市緑区 23114 兵庫県 神戸市灘区 28102

宮古市 03202 黒石市 02204 千葉県 千葉市中央区 12101 横浜市都築区 14118 名古屋市名東区 23115 神戸市兵庫区 28105

大船渡市 03203 五所川原市 02205 千葉市花見川区 12102 川崎市川崎区 14131 名古屋市天白区 23116 神戸市長田区 28106

花巻市 03205 十和田市 02206 千葉市稲毛区 12103 川崎市幸区 14132 豊橋市 23201 神戸市須磨区 28107

北上市 03206 宮城県 仙台市青葉区 04101 千葉市若葉区 12104 川崎市中原区 14133 岡崎市 23202 神戸市垂水区 28108

久慈市 03207 仙台市宮城野区 04102 千葉市緑区 12105 川崎市高津区 14134 三重県 津市 24201 神戸市北区 28109

遠野市 03208 仙台市若林区 04103 千葉市美浜区 12106 川崎市多摩区 14135 四日市市 24202 神戸市中央区 28110

一関市 03209 仙台市太白区 04104 東京都 千代田区 13101 川崎市宮前区 14136 滋賀県 大津市 25201 神戸市西区 28111

陸前高田市 03210 仙台市泉区 04105 中央区 13102 川崎市麻生区 14137 京都府 京都市北区 26101 西宮市 28204

釜石市 03211 石巻市 04202 港区 13103 横須賀市 14201 京都市上京区 26102 奈良県 奈良市 29201

二戸市 03213 塩竈市 04203 新宿区 13104 平塚市 14203 京都市左京区 26103 和歌山県 和歌山市 30201

八幡平市 03214 気仙沼市 04205 文京区 13105 鎌倉市 14204 京都市中京区 26104 鳥取県 鳥取市 31201

奥州市 03215 白石市 04206 台東区 13106 新潟県 新潟市北区 15101 京都市東山区 26105 島根県 松江市 32201

滝沢市 03216 名取市 04207 墨田区 13107 新潟市東区 15102 京都市下京区 26106 岡山県 岡山市北区 33101

雫石町 03301 角田市 04208 江東区 13108 新潟市中央区 15103 京都市南区 26107 岡山市中区 33102

葛巻町 03302 多賀城市 04209 品川区 13109 新潟市江南区 15104 京都市右京区 26108 岡山市東区 33103

岩手町 03303 岩沼市 04211 目黒区 13110 新潟市秋葉区 15105 京都市伏見区 26109 岡山市南区 33104

紫波町 03321 秋田県 秋田市 05201 大田区 13111 新潟市南区 15106 京都市山科区 26110 広島県 広島市中区 34101

矢巾町 03322 能代市 05202 世田谷区 13112 新潟市西区 15107 京都市西京区 26111 広島市東区 34102

西和賀町 03366 横手市 05203 渋谷区 13113 新潟市西蒲区 15108 福知山市 26201 広島市南区 34103

金ケ崎町 03381 大館市 05204 中野区 13114 長岡市 15202 大阪府 大阪市都島区 27102 広島市西区 34104

平泉町 03402 男鹿市 05206 杉並区 13115 富山県 富山市 16201 大阪市福島区 27103 山口県 下関市 35201

住田町 03441 山形県 山形市 06201 豊島区 13116 高岡市 16202 大阪市此花区 27104 徳島県 徳島市 36201

大槌町 03461 米沢市 06202 北区 13117 石川県 金沢市 17201 大阪市西区 27106 香川県 高松市 37201

山田町 03482 鶴岡市 06203 荒川区 13118 福井県 福井市 18201 大阪市港区 27107 愛媛県 松山市 38201

岩泉町 03483 酒田市 06204 板橋区 13119 敦賀市 18202 大阪市大正区 27108 高知県 高知市 39201

田野畑村 03484 新庄市 06205 練馬区 13120 山梨県 甲府市 19201 大阪市天王寺区 27109 福岡県 北九州市門司区 40101

普代村 03485 福島県 福島市 07201 足立区 13121 長野県 長野市 20201 大阪市浪速区 27111 北九州市若松区 40103

軽米町 03501 会津若松市 07202 葛飾区 13122 岐阜県 岐阜市 21201 大阪市西淀川区 27113 北九州市戸畑区 40105

野田村 03503 郡山市 07203 江戸川区 13123 静岡県 静岡市葵区 22101 大阪市東淀川区 27114 北九州市小倉北区 40106

九戸村 03506 いわき市 07204 八王子市 13201 静岡市駿河区 22102 大阪市東成区 27115 北九州市小倉南区 40107

洋野町 03507 白河市 07205 三鷹市 13204 静岡市清水区 22103 大阪市生野区 27116 北九州市八幡東区 40108

一戸町 03524 須賀川市 07207 府中市 13206 浜松市中区 22131 大阪市旭区 27117 北九州市八幡西区 40109

北海道 札幌市中央区 01101 茨城県 水戸市 08201 町田市 13209 浜松市東区 22132 大阪市城東区 27118 福岡市東区 40131

札幌市北区 01102 日立市 08202 小平市 13211 浜松市西区 22133 大阪市阿倍野区 27119 福岡市博多区 40132

札幌市東区 01103 栃木県 宇都宮市 09201 日野市 13212 浜松市南区 22134 大阪市住吉区 27120 福岡市中央区 40133

札幌市白石区 01104 栃木市 09203 神奈川県横浜市鶴見区 14101 浜松市北区 22135 大阪市東住吉区 27121 福岡市南区 40134

札幌市豊平区 01105 群馬県 前橋市 10201 横浜市神奈川区 14102 浜松市浜北区 22136 大阪市西成区 27122 福岡市西区 40135

札幌市南区 01106 高崎市 10202 横浜市西区 14103 浜松市天竜区 22137 大阪市淀川区 27123 福岡市城南区 40136

札幌市西区 01107 埼玉県 さいたま市西区 11101 横浜市中区 14104 愛知県 名古屋市千種区 23101 大阪市鶴見区 27124 福岡市早良区 40137

札幌市厚別区 01108 さいたま市北区 11102 横浜市南区 14105 名古屋市東区 23102 大阪市住之江区 27125 大牟田市 40202

札幌市手稲区 01109 さいたま市大宮区 11103 横浜市保土ケ谷区 14106 名古屋市北区 23103 大阪市平野区 27126 佐賀県 佐賀市 41201

札幌市清田区 01110 さいたま市見沼区 11104 横浜市磯子区 14107 名古屋市西区 23104 大阪市北区 27127 長崎県 長崎市 42201

函館市 01202 さいたま市中央区 11105 横浜市金沢区 14108 名古屋市中村区 23105 大阪市中央区 27128 熊本県 熊本市中央区 43101

小樽市 01203 さいたま市桜区 11106 横浜市港北区 14109 名古屋市中区 23106 堺市堺区 27141 熊本市東区 43102

旭川市 01204 さいたま市浦和区 11107 横浜市戸塚区 14110 名古屋市昭和区 23107 堺市中区 27142 熊本市西区 43103

室蘭市 01205 さいたま市南区 11108 横浜市港南区 14111 名古屋市瑞穂区 23108 堺市東区 27143 熊本市南区 43104

釧路市 01206 さいたま市緑区 11109 横浜市旭区 14112 名古屋市熱田区 23109 堺市西区 27144 熊本市北区 43105

帯広市 01207 さいたま市岩槻区 11110 横浜市緑区 14113 名古屋市中川区 23110 堺市南区 27145 大分県 大分市 44201

北見市 01208 川越市 11201 横浜市瀬谷区 14114 名古屋市港区 23111 堺市北区 27146 宮崎県 宮崎市 45201

青森県 青森市 02201 熊谷市 11202 横浜市栄区 14115 名古屋市南区 23112 堺市美原区 27147 鹿児島県 鹿児島市 46201

弘前市 02202 川口市 11203 横浜市泉区 14116 名古屋市守山区 23113 兵庫県 神戸市東灘区 28101 沖縄県 那覇市 47201

　　（総務省が公開している全国地方公共団体コード（６桁）の場合は、下1桁を除いた上５桁を記入してください。）

市区町村コード

注：全国地方公共団体コードを使用。コード表にない場合は、インターネットにて検索するか、出納局総務課、広域振興局審査指導監へ問い合わせしてください。

名　　称 名　　称名　　称 名　　称 名　　称 名　　称
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販売を行うに当たり許可、登録等を必要とする営業種目の当該許可等の例示 

営業種目コ
ード区分 

コード・名称 希望するにあたって関係する 
許可・登録等の例 

06 精 密 機
械類 

0603  
 

計測機器 
 

特定計量器販売事業届出書 

0604  医療機器 高度管理医療機器等販売業・貸与業許可証 

07  
 

医療器
具・薬品
類 

0701 
 

医薬品 
 

医薬品販売業許可証 
 
毒物劇物販売業登録票 

0702 
  

医療・衛生用品（毒物・劇物）＊ 高度管理医療器具等販売業・貸与業許可証 
 
毒物劇物販売業登録票 

0703 医療・衛生用品（その他） 高度管理医療器具等販売業・貸与業許可証 

0705 
  

化学・工業薬品（毒物・劇物）＊ 毒物劇物販売業登録票 
 
アルコール販売事業許可書 

0706 
  

化学・工業薬品（その他） アルコール販売事業許可書 

0707 
 

農業薬品（毒物・劇物）＊ 農薬販売届 
 
肥料販売業務開始届出書 
 
毒物劇物販売業登録票 

0708 
 

農業薬品（その他） 農薬販売届 
 
肥料販売業務開始届出書 

0709 その他 火薬類販売営業許可証 

08  
 

燃 料 油
脂類 

0801 
  

冷暖房用燃料 石油販売業開始届出書 

0802  
 

車輌用燃料 揮発油販売業者登録通知書 
 

0803 
 

ガス 
 

液化石油ガス販売事業登録（通知書） 
 
高圧ガス販売事業届 

11  
 

百貨・日
用品類 

1103  食料品類 食品衛生法許可 
 
米穀小売業届出 

13 その他 1306 農林業資材 肥料販売業務開始届出書 

1311 その他 小売電気事業者登録通知 

（小売電気事業を営もうとする者の登録の場合） 

15 古物 1501～
1505 

自動車、自転車類、時計・宝飾
品類、金券類、その他＊ 

古物商許可証 

１ 例示は参考であること。 
２ ＊印がついている業種は、登録にあたり、必ず下記の許可証が添付されていることを確認。 
   0702、0705、0707：毒物劇物（一般・農業用・特定）販売業登録票 
   1501～1505：古物商許可証 
 


